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第 47回神戸港港湾審議会資料                       資料－１（１） 

 

神 戸 港 港 湾 計 画 書 ( 案 ) 

 

― 一 部 変 更 ― 

 

平成 31 年 2 月 

 

神 戸 港 港 湾 管 理 者 

神 戸 市 

 

  



本計画書は、港湾法第三条の三の規定に基づき、 

 ・ 平成 17年 11月 神戸港港湾審議会 

 ・ 平成 18年 2月 交通政策審議会第 17回港湾分科会 

の議を経、その後の変更については 

 ・ 平成 18年 3月  神戸港港湾審議会 

 ・ 平成 19年 2月  神戸港港湾審議会 

 ・ 平成 19年 3月  交通政策審議会第 23回港湾分科会 

 ・ 平成 20年 3月  神戸港港湾審議会 

 ・ 平成 20年 11月  神戸港港湾審議会 

 ・ 平成 21年 10月  神戸港港湾審議会 

 ・ 平成 21年 11月  交通政策審議会第 36回港湾分科会 

 ・ 平成 22年 5月  神戸港港湾審議会 

 ・ 平成 22年 7月  交通政策審議会第 38回港湾分科会 

 ・ 平成 22年 11月  神戸港港湾審議会 

 ・ 平成 22年 11月  交通政策審議会第 39回港湾分科会 

 ・ 平成 23年 3月  神戸港港湾審議会 

 ・ 平成 23年 10月  神戸港港湾審議会 

 ・ 平成 23年 12月  交通政策審議会第 47回港湾分科会 

 ・ 平成 25年 2月   神戸港港湾審議会 

 ・ 平成 25年 2月  交通政策審議会第 51回港湾分科会 

 ・ 平成 25年 3月  神戸港港湾審議会 

 ・ 平成 25年 5月  神戸港港湾審議会 

 ・ 平成 26年 2月  神戸港港湾審議会 

 ・ 平成 26年 7月  神戸港港湾審議会 

 ・ 平成 27年 6月  神戸港港湾審議会 

 ・ 平成 28年 1月  神戸港港湾審議会 

 ・ 平成 28年 5月  神戸港港湾審議会 

 ・ 平成 28年 7月  交通政策審議会第 64回港湾分科会 

 ・ 平成 28年 12月  神戸港港湾審議会 

 ・ 平成 29年 1月  神戸港港湾審議会 

 ・ 平成 29年 3月  交通政策審議会第 66回港湾分科会 

 ・ 平成 29年 5月  神戸港港湾審議会 

 ・ 平成 29年 11月  神戸港港湾審議会 

 ・ 平成 30年 3月  神戸港港湾審議会 

の議を経た神戸港の港湾計画の一部を変更するものである。 
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変更理由 

 

  新港突堤西地区において、フェリーの大型化によるヤード確保

及び大型クルーズ船寄港時における観光バスの駐車スペースの確

保のため、公共埠頭計画及びフェリー埠頭計画、土地造成及び土

地利用計画を変更する。  
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港湾施設の規模及び配置 

1 公共埠頭計画 

1-1 新港突堤西地区 

新港突堤西地区において、フェリー埠頭計画の変更に対応し、公

共埠頭計画を次のとおり変更する。 

 

  

 埠頭用地  9ha（荷捌施設用地及び保管施設用地） 

                   [既設の変更計画] 

 

 既設 

  

埠頭用地 11ha 
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2 フェリー埠頭計画 

2-1 新港突堤西地区 

 

新港突堤西地区において、土地造成計画の変更に対応し、フェリ

ー埠頭計画を次のとおり変更する。 

 

 

 水深１２ｍ  岸壁 1バース 延長２００ｍ  [既設] S-4O 

 水深１０ｍ  岸壁 1バース 延長２５０ｍ 

[既設の変更計画] S-4P 

 水深８ｍ   岸壁 1バース 延長２５０ｍ（既設） 

 [新規計画] S-3M 

 水深６．５ｍ 岸壁 1バース 延長１９０ｍ 

（うち、船首尾係船岸３０ｍ）[既設] S-3L 

 埠頭用地  ７ha（荷捌施設用地及び保管施設用地） 

          （うち、５ｈａ既設）[既設の変更計画] 

 

  

 既設 

 水深１２ｍ  岸壁 1バース 延長２００ｍ S-4O 

 水深１０ｍ  岸壁 1バース 延長３７６ｍ S-4P 

 水深６．５ｍ 岸壁 1バース 延長１９０ｍ S-3L 

 埠頭用地  ３ha（荷捌施設用地及び保管施設用地） 
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土地造成及び土地利用計画 

1 土地造成計画 

新港突堤西地区において、フェリーの大型化によるヤード確保及

び大型クルーズ船寄港時における観光バスの駐車スペースの確保の

ため、土地造成計画を次のとおり計画する。 

 

 (単位：ha) 

用途  

地区名 
埠頭用地 合計 

新港突堤西地区 
(2) (2) 

2 2 

 注 1） （ ）内は港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全に特に

密接に関連する土地造成計画で内数である。 
 注 2） 端数整理のため内訳の和は必ずしも合計とはならない。 

 注 3） 今回変更に係る地区についてのみ記述した。 
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2 土地利用計画 

新港突堤西地区において、新たな土地造成計画に対応するため、

土地利用計画を次のとおり計画する。 

 

 （単位：ha） 

用途  

地区名 

埠頭 

用地 

港湾 

関連 

用地 

交流 

厚生 

用地 

工業 

用地 

都市 

機能 

用地 

交通 

機能 

用地 

危険物 

取扱施 

設用地 

緑地 合計 

新港突堤西地区 
(18) (17) (3)     (6) (44) 

18 17 3  3   8 49 

 注 1） （ ）内は港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全に特に

密接に関連する土地利用計画で内数である。 
 注 2） 端数整理のため内訳の和は必ずしも合計とはならない。 

 注 3） 今回変更に係る地区についてのみ記述した。 
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その他重要事項 

1 港湾の再開発 

 

(1)利用形態の見直しの検討が必要な区域 

 新港突堤西地区において、一部土地利用計画が決定したため、「利

用形態の見直しの検討が必要な区域」を変更する。 

  





 

 

 

神

戸

港

港

湾

計

画

図 



22.2ha

1.6ha

)

) 122

0.3

2.3

16.9ha

1.6ha1.5ha

0.4ha

10.0ha

305m

4.1ha

28.8ha

150.5ha

0.2ha

0.4ha (-
10
)2
50

(
-
8
)
2
5
0

神 戸 港 港 湾 計 画 図神 戸 港 港 湾 計 画 図

新 港 突 堤 西 地 区新 港 突 堤 西 地 区



第 47回神戸港港湾審議会資料                       資料－１（２） 

 

神 戸 港 港 湾 計 画 資 料 (案 ) 
 

― 一 部 変 更 ― 

 

平成 31 年 2 月 

 

神 戸 港 港 湾 管 理 者 

神 戸 市 

 

 



目 次 

 

1. 変更理由  ·············································  1 

2. 港湾施設の規模及び配置に関する資料  ···················  2 

 2-1 公共埠頭計画  ······································  2 

 2-2 フェリー埠頭計画 ···································  4 

3. 土地造成及び土地利用計画に関する資料  ·················  8 

3-1 土地造成計画  ······································  8 

 3-2 土地利用計画  ·····································  10 

4. その他重要事項  ······································  11 

 4-1 港湾の再開発  ·····································  11 

 （1）利用形態の見直しの検討が必要な区域 ···············  11 

5. 環境の保全に関する資料  ······························  12 

6. その他の資料  ········································  13 

6-1 関係機関との調整  ································· 13  

6-2 地方港湾審議会委員名簿  ··························  14 

  



- 1 - 

 

1. 変更理由 

 

  新港突堤西地区において、フェリーの大型化によるヤード確保

及び大型クルーズ船寄港時における観光バスの駐車スペースの確

保のため、公共埠頭計画及びフェリー埠頭計画、土地造成及び土

地利用計画を変更する。 
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2. 港湾施設の規模及び配置に関する資料 

 

2-1 公共埠頭計画 

 

(1)公共埠頭計画の変更箇所 

 公共埠頭計画の変更箇所は図２－１－１に示すとおり、新港突

堤西地区である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－１－１ 公共埠頭変更箇所位置図 

 

  

須磨地区 

兵庫ふ頭地区 

西部工区地区 

兵庫運河地区 

新港東ふ頭地区 

ポートアイランド(第 2期)地区 

神戸空港地区 

ポートアイランド地区 

中突堤・高浜地区 

新港突堤西地区 

摩耶ふ頭地区 

東部工区地区 

六甲アイランド地区 

六甲アイランド南地区 

東部臨海部地

区 
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(2) 新港突堤西地区 

  新港突堤西地区において、フェリー埠頭計画の変更に対応し、

公共埠頭計画を次のとおり変更する。 

 

 

表２－１－１  変更後の公共埠頭計画 

地 区 種 類 内 容 面積（ha） 

新港突堤 

西地区 

埠頭用地（荷さばき施設用地

及び保管施設用地） 

既設の 

変更計画 
8.7 

 

 

表２－１－２  変更前の公共埠頭計画 

地 区 種 類 面積（ha） 

新港突堤 

西地区 

埠頭用地（荷さばき施設用地

及び保管施設用地） 
10.8 

  
図２－１－２ 新港突堤西地区埠頭用地位置図（公共埠頭計画） 
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2-2 フェリー埠頭計画 

 

(1)フェリー埠頭計画の変更箇所 

 フェリー埠頭計画の変更箇所は図２－２－１に示すとおり、新

港突堤西地区である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－２－１ フェリー埠頭変更箇所位置図 
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神戸空港地区 

ポートアイランド地区 
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(2) 新港突堤西地区 

新港突堤西地区において、土地造成計画の変更に対応し、フェリ

ー埠頭計画を次のとおり変更する。 

 

 

表 ２－２－１ 変更後のフェリー埠頭計画 

施設名 
水深 

(m) 

延長 

(m) 

バース

数 
内容 

埠頭用地 

面積(ha) 

S-4O 12.0 200 1 既設 

6.7 

S-4P 10.0 250 1 既設の変更計画 

S-3M 8.0 250 1 新規計画 

S-3L 6.5 190 1 既設 

 

 

表２－２－２ 変更前のフェリー埠頭計画 

施設名 
水深 

(m) 

延長 

(m) 

バース

数 

埠頭用地 

面積(ha) 

S-4O 12.0 200 1 

3.0 S-4P 10.0 376 1 

S-3L 6.5 190 1 
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図２－２－２ 操船例図  

S-3M岸壁 

S-4P岸壁 
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図２－２－３ 新港突堤西地区埠頭用地位置図（フェリー埠頭計画） 
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3. 土地造成及び土地利用計画に関する資料 

3-1.土地造成計画 

 

 新港突堤西地区において、フェリーの大型化によるヤード確保及

び大型クルーズ船寄港時における観光バスの駐車スペースの確保の

ため、土地造成計画を次のとおり計画する。 

 

表３－１ 土地造成計画（新規計画） 

(単位：ha) 

用途 

地区名 
埠頭用地 合計 

新港突堤西地区 
(1.6) 

1.6 

(1.6) 

1.6 

 注 1） （ ）内は港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全に特に

密接に関連する土地造成計画で内数である。 
 注 2） 端数整理のため内訳の和は必ずしも合計とはならない。 

 注 3） 今回変更に係る地区についてのみ記述した。 
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図３－１ 新旧対照図（新港突堤西地区） 

既  設 

今回計画 
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3-2.土地利用計画 

 

新港突堤西地区において、新たな土地造成計画に対応するため、

土地利用計画を次のとおり計画する。 

 

表３－２－１ 変更後の土地利用計画 

（単位：ha） 

用途  

地区名 

埠頭 

用地 

港湾 

関連 

用地 

交流 

厚生 

用地 

工業 

用地 

都市 

機能 

用地 

交通 

機能 

用地 

危険物 

取扱施 

設用地 

緑地 合計 

新港突堤西地区 
(18.3) (16.9) (2.7)     (6.4) (44.3) 

18.3 16.9 2.7  2.8   8.0 48.7 

 注 1） （ ）内は港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全に特に

密接に関連する土地利用計画で内数である。 
 注 2） 端数整理のため内訳の和は必ずしも合計とはならない。 

 注 3） 今回変更に係る地区についてのみ記述した。 

 

 

表３－２－２ 変更前の土地利用計画 

（単位：ha） 

用途  

地区名 

埠頭 

用地 

港湾 

関連 

用地 

交流 

厚生 

用地 

工業 

用地 

都市 

機能 

用地 

交通 

機能 

用地 

危険物 

取扱施 

設用地 

緑地 合計 

新港突堤西地区 
(16.7) (16.9) (2.7)     (6.4) (42.7) 

16.7 16.9 2.7  2.8   8.0 47.1 

 注 1） （ ）内は港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全に特に

密接に関連する土地利用計画で内数である。 
 注 2） 端数整理のため内訳の和は必ずしも合計とはならない。 

 注 3） 今回変更に係る地区についてのみ記述した。 
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4. その他重要事項 

 

4-1 港湾の再開発 

(1)利用形態の見直しの検討が必要な区域 

 新港突堤西地区において、一部土地利用計画が決定したため、「利

用形態の見直しの検討が必要な区域」を変更する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-1-1 変更後の利用形態の見直しの検討が必要な区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-1-2 変更前の利用形態の見直しの検討が必要な区域 

利用形態の見直しの検討が必要な区域 

利用形態の見直しの検討が必要な区域 
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5. 環境の保全に関する資料 

 新港突堤西地区について、フェリーの大型化によるヤード確保及

び大型クルーズ船寄港時における観光バスの駐車スペースの確保の

ため、土地造成を行うが、埋立面積も小さく、既設の埠頭に囲まれ

た水域であることから、埋立てによる周辺海域への影響は軽微なも

のであると考えられる。 

 埋立地の利用については、フェリーの荷役用のシャーシや、大型

クルーズ寄港時における観光バス等の待機場として利用するもので、

新たな環境負荷は少ないことから、環境に及ぼす影響は軽微なもの

であると考えられる。 

 

 なお、今後とも環境保全について十分配慮するとともに、計画実

施にあたっては、工法、工期について検討し、十分な監視体制のも

とに環境に与える影響を少なくするよう慎重に行うものとする。 
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6. その他の資料 

 

6-1 関係機関との調整 

 

 別紙参照 
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6-2 地方港湾審議会委員名簿 

 

神戸港港湾審議会 委員名簿 

順不同 

区分 氏 名 役職名 備考 

学
識
経
験
者
１
６
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加藤恵正 兵庫県立大学教授  

竹林幹雄 神戸大学大学院海事科学研究科教授  

古莊雅生 神戸大学大学院海事科学研究科教授  

伊藤秀和 関西学院大学商学部教授  

石黒一彦 神戸大学大学院海事科学研究科准教授  

山縣宣彦 一般財団法人 みなと総合研究財団 副理事長兼専務理事   

池田 薫 公益社団法人 日本港湾協会 専務理事  

今西珠美 流通科学大学教授  

東 惠子 東海大学海洋学部教授  

毛海千佳子 近畿大学准教授  

南部真知子 株式会社 神戸クルーザー 会長  

石橋伸子 弁護士法人 神戸シティ法律事務所 弁護士  

細川明子 
税理士法人 細川総合パートナーズ 

公認会計士・税理士 
 

岩佐光一朗 神戸市自治会連絡協議会会長  

玉田はる代 神戸市婦人団体協議会会長  

木原浩一 連合神戸地域協議会議長代行  
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区分 氏 名 役職名 備考 

市
会
議
員
５
名 

坊 やすなが 神戸市会議員  

堂下豊史 神戸市会議員  

松本のり子 神戸市会議員  

川内清尚 神戸市会議員  

高橋としえ 神戸市会議員  

港
湾
関
係
者
１
０
名 

植村武雄 神戸商工会議所副会頭  

長田庄太郎 一般社団法人 神戸貿易協会会長  

酒井隆司 日本船主協会阪神地区船主会議長  

木戸貴文 ｵｰｼｬﾝﾈｯﾄﾜｰｸｴｸｽﾌﾟﾚｽｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社代表取締役社長執行役員   

久保昌三 兵庫県港運協会会長  

須藤明彦 神戸海運貨物取扱業組合理事長  

若松康裕 兵庫県倉庫協会会長  

片岡 徹 大阪湾水先区水先人会会長  

鴨頭明人 全日本海員組合関西地方支部長  

吉岡幸治 神戸港湾労働組合協議会議長  

関
係
行
政
機
関
の
職
員
５
名 

荒木一聡 兵庫県副知事  

黒川純一良 近畿地方整備局長  

古場誠也 阪神港長  

吉田正彦 神戸運輸監理部長  

石川 紀 神戸税関長  
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